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小中学生の食行動の社会格差是正に向けた政策提案型研究 

（H27- 循環器等–一般 - 002） 

 
総括研究報告書 

報告者（主任研究者） 
  橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 教授 
分担研究者 

藤原 武男   国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 部長 
研究協力者 
  高木 大資 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 講師 

加藤 承彦  国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部 室長 
     越智真奈美   国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部 研究員 
     伊角 彩  公益財団法人循環器病研究振興財団 リサーチレジデント  

国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部客員研究員 
 
研究要旨 

本研究事業は、先行研究において2011年から確立された首都圏4市区における子どもパネル

調査のフレームと、新たに2015年から足立区が実施する区立教育機関の学童・学生を対象

とした世帯調査の２つを利用し、世帯の社会経済的状態（親の収入・学歴・教育歴・食生

活行動・世帯の文化的環境・相対的貧困や社会的排除）による、子どもの食生活行動への

影響と格差解消の方向性につき、社会疫学的視点から実証的な検討を行う。調査協力自治

体で実施される子育て支援・子どもの貧困対策・学校保健施策にフィードバックし政策立

案・実施を支援するとともに、その影響評価を行う。以て、子どもの食習慣の社会格差縮

小に向けた科学的モニタリングと、根拠に基づく政策実施のサイクルモデルを構築する。

初年度は予定どおり子どもパネルの追跡調査を2市区で実施、また協力自治体（足立区）に

おいて小学1年生の悉皆調査を実施した。足立区においては初期分析の結果、先行パネルで

得られた社会的排除の規模が再確認されるとともに、それが歯磨き習慣ほか子どもの行動

発達に影響していることが明確となった。またその媒介要因として親の養育態度・世帯の

養育環境などが有力な介入点として挙げられることが明らかとなった。 
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一方、パネル追跡調査の初期的分析の結果、足立区での系統的な食育・町づくり施策が、

子どもの野菜摂取の向上につながったことを示唆する結果を得た。次年度研究では追加デ

ータの収集分析により当該市区町村の子どもに対する食育対策の違いの効果影響について

検証を精緻化し、結果を自治体にフィードバックして今後の政策的取組の方向性について

議論を喚起することを目指す。 

 

キーワード；生活習慣 食事摂取 子ども 社会経済格差 生活困難  

 

Ａ. 目的 

生活習慣病に対し、従来のアプローチでは

成人になってからの生活習慣をターゲット

とする教育プログラムによる行動変容が中

心的な取り組みとされてきた。近年、

Barker 仮説などの議論を皮切りに、生活習

慣病の原因ならびに対策を、胎児期・子ど

も期などから成人期にまたがるライフコー

スとして見通すアプローチが注目されてい

る。胎児期の遺伝子発現などに対するエピ

ゲノム的プログラミングが注目される一方、

食生活などの生活習慣形成は人生の早期に

形成されることを受けて、生活習慣に対し

ても早期介入の必要性が認識されるように

なってきた。特に、社会格差による健康格

差の発生原因として生活習慣の形成が重要

なパスとなっていることが社会学・社会疫

学の内外研究において次第に明らかにされ

てきている。 

しかし世帯・地域・学校の環境がどのよ

うに相互に関係しながら子どもの食行動を

はじめとする生活習慣を形成するかは、十

分明らかにされていない。また近年の食育

などの教育的取組については、社会経済状

況が不利な立場にある子どもと、恵まれて

いる子どもでは、その学習効果に違いがあ

り、かえって格差を拡大する可能性が指摘

されている（Marmot, 2010）。また、格差

の継続的モニタリングと原因分析が、政策

立案・実行管理のプロセスと有機的に連携

することが、格差是正を現実にするうえで

必要とされている（WHO, 2008）。 

我々は先行研究（平成 21－25 年度新学

術領域研究「社会格差と健康」多目的共用

パネル調査）を通じて、小中学生における

食事調査と世帯調査の結果から、緑黄色野
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菜ならびに果物摂取において、世帯の所得

や親（特に母親）の学歴が有意な関連を有

していることをつきとめている。その結果

を調査協力自治体にフィードバックし対策

などの検討を促してきたところ、東京都足

立区においておりしも健康づくり計画の策

定と、子どもの貧困対策計画の策定が進行

しており、子どもの食習慣に対して、情報

普及に留まらない、具体的な施策が必要で

あることが首長を始め関係者の間に認識共

有されるにいたった。 

その結果、足立区においては、健康担当部

局と教育委員会などとの協力により、主に

野菜摂取などの食事関連生活習慣に対する

環境づくり・機会提供を通じた介入施策の

計画・実施と、区内教育機関における子ど

も世帯の社会経済的実態ならびにそれが生

活習慣・健康・発達に与える影響を科学的

に測定把握することで、エビデンスベース

の政策立案を進め、子どもの貧困対策と健

康づくりを連動して進めている。本研究事

業は、その施策活動について学術的観点か

ら状況の把握ならびに問題の抽出・原因分

析などを実施し、それをフィードバックす

ることを通じて、子どもの生活習慣を改善

する政策形成を推進するモデルを構築する

ことを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

先行研究で立ち上げた子どもパネル調査

で小中学生1500人に対して2013年に詳細

な栄養調査を実施し（Takada, et al. 2014）、

親の教育歴による子どもの野菜・果物摂取

量の格差を把握している。参加自治体の一

部（足立区）で2014年から始まった「野菜

摂取」を促進する取組（あだちベジタベラ

イフ）を自然実験とし、パネル調査をフォ

ローすることで、世帯・地域の社会経済的

環境の影響を考慮しつつ、学校・地域にお

ける取組が子どもの食行動に与える影響

を明らかにする。さらに、足立区全小学校

における小1において世帯の社会経済的状

況ならびに児童の生活習慣や保護者の養

育態度・環境について悉皆調査を実施し生

活困窮世帯における子どもの生活習慣改

善につながる介入点の同定と、介入施策の

形成と実施評価を支援する。 

 

初年度2015年は子どもパネル調査を4市区

中2市区においてフォローアップするとと

もに、足立区による小学生の生活習慣・食

行動調査に協力し、世帯の社会経済的状態

による子どもの食習慣への影響を同定し、

政策介入の修正や追加について提案を行う。

なお2016年度は残るパネル調査実施地区で

の継続に加え、政策実施の進捗状況を自治
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体間で比較するとともに、一部質的調査を

導入し、子どもの食生活形成における親・

地域・学校の役割をさらに深めて検討する。

最終年度2017年に再度フォローアップを実

施し政策影響評価を行うとともに、自治体

関係者を招き格差縮小に向けた科学的政策

の進め方をシンポジウムで公開議論しまと

める。 

2015年（初年度）実施研究について 

 本研究事業の先行研究事業として平成

21－25年度文部科学省新学術領域研究事

業において、東京近郊4市区において世帯

パネルである「まちと家族の健康調査」を

立ち上げ、2400人以上の0歳から17歳まで

の子どもとその世帯について継続的な調

査を実施してきた（Takada, et al. 2014；

Ueda, et al. 2014）。2013年に実施され

た第2回追跡調査では、小学生以上の子ど

も1500人を対象に詳細な食事習慣調査

（Brief Dietary Habit Quesionnaire;BDHQ 

Kobayashi, et al. 2012）を実施したとこ

ろ、等価世帯所得を補正してなお、母親の

学歴が高卒以下のものでは、大学卒のもの

より、野菜の摂取量で28g/1000kcal/day,

果物で13g/1000kcal/day少なく、カルシウ

ム・鉄・葉酸・ビタミンＢ群・ビタミンＣ

などの摂取量も有意に低いことを把握し

ている（未発表データ）。 

 参加自治体のうち足立区においては、本

調査結果のフィードバックをきっかけに、

健康づくり課が率先して、地域全体として

野菜摂取を増やすための取組み（「そうだ、

野菜を食べよう」）を商工会議所や地元農

協の協力も得ながら展開し、さらに学校給

食での「ベジタブルデイ」の設置など、食

行動に着目した格差縮小プログラムを2014

年から開始している。さらに2015年からは、

子どもの貧困対策の一環として健康格差縮

小プログラムを展開する準備を進めている。

一方、他の参加自治体では目立った取組み

はなく、一般的な子育て支援政策の施行が

2015年4月より実施される予定である。取組

が遅れている他の自治体と比較することで、

世帯・地域環境の影響と政策的介入の影響

をそれぞれ評価することができると期待さ

れている。以上の状況を自然実験としてと

らえ、先行研究で確立したパネル調査のフ

レームを利用し、子どもとその保護者につ

いてパネルデータを重ねることにより、自

治体ごとの取組の違いが、子どもの食行

動・健康状態の格差の状況にどのような変

化をもたらすかを検討した。（橋本担当） 

パネル調査として子どもの食生活と政策・

教育介入による影響を評価するフレームは

国外でも少なく、国内においては初の試み

となっている。また政策立案・施行と科学
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的評価を有機的に連携させたサイクルを構

築することで、格差縮小に取り組む基盤を

形成する試みは、国際的にもユニークなも

のとなっている。 

パネルデータは詳細かつ広範な世帯情報と、

子どもの生活習慣・健康情報を有している

が、政策評価において、実施した行政区と

そうでない区の比較には地域の違いをみて

いるだけの可能性がある。足立区での野菜

摂取促進政策は、積極的に実施した教育現

場と消極的だった現場があり、その比較に

より効果評価が可能である。足立区では教

育委員会とも協働し2015年11月に区内在住

の小学1年生を対象とした悉皆的生活習慣

調査が本研究事業との共同事業として実施

された。（分担研究者 藤原担当） 

 

C.結果 

１）パネル調査による自治体施策の効果評

価（橋本担当） 

当初予定どおり、2市区で「まちと家族の健

康調査」（パネル調査）の第3回追跡調査を

実施するとともに、足立区において区と共

同事業として公立小学校1年生を悉皆対象

とした世帯実態調査を実施した。マイナン

バーなどの一部混乱などによる調査環境の

悪化を避けるために、年度ぎりぎりまで情

勢を判断したのち、2016年1－3月にパネル

追跡調査を実施し、計643世帯、子ども数に

して895名（前回2013年調査参加対象のうち

追跡率92%）の就学児童・中高生の調査を実

施し、BDHQによる栄養調査を併施した。 

その結果、初期的分析によれば足立区では

対照市と比較し、フォローアップ中に当初

見られた野菜摂取格差が解消され、果物摂

取においては、むしろ対照市の学童・学生

よりも高い傾向が見られた。現時点では結

果の解釈には慎重である必要があるが、こ

れらの結果は、自治体による食育・環境形

成により子供の食行動・生活習慣の改善を

系統的に支援することが可能であることを

強く示唆するものである。 

 

２）自治体との共同による小学1年生の世帯

実態調査の悉皆実施（藤原担当） 

足立区の世帯実態調査では区内公立小学校

63校において2015年7月のプレ調査に続き

11月に本調査を実施し、区立小学校1年生悉

皆調査を実施し合計で4291人（有効回答率

80%）からの回答を得た。足立区との共同で

実施した初期分析の結果、先行パネルで得

られた相対的貧困率・社会的排除の規模が

再確認されるとともに、それが歯磨き習慣

ほか子どもの行動発達に影響していること

が明確となった。その成果については平成

28年4月に足立区・足立区教育委員会からホ
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ームページ上に公表された（添付資料）。 

 

D.考察 

本研究事業では自治体における住民・子ど

もの生活習慣改善に向けた政策の実施結果

を評価し、政策の効果判定・修正可否の検

討などを、行政と学術機関が連携して実施

するサイクルを形成することで、子どもの

健康・食行動格差の縮小を現実化するモデ

ルを構築することを究極の目的としている。

その結果として厚生労働行政施策への活用

上、２つのものが得られると期待される。

第一には、食行動格差の縮小に、教育的知

識普及による食育と、給食や地域環境を通

じた食育、さらに世帯に対する働きかけの

いずれが、もしくはどの組み合わせが有効

なのかについて、示唆が得られることであ

る。各自治体での取組に差があることを利

用し、世帯や地域環境の違いを考慮した分

析を行うことで可能であると考えている。

第二には、評価と政策実施のサイクルを形

成することにより、格差縮小を前に進める

科学的厚生労働行政の在り方についてモデ

ル提案できると期待されることである。健

康日本21見直しにあっても健康格差縮小は

命題と掲げられているが、概念や手法など

の壁が自治体レベルでの展開を阻んでいる。

本研究事業が提示する学術機関―自治体の

共同モデルは、こうした壁を克服するひと

つの在り方を示すことにつながると考えて

いる。 

初年度事業では、先行研究において2011年

から確立された首都圏4市区における子ど

もパネルデータについては残る2市での実

施を次年度研究で実施するとともに、当該

市区町村の子どもに対する食育対策の違い

の効果影響について初期分析を実施し、施

策効果を示唆する結果を得た。次年度研究

事業によりより精緻な分析・確認を行った

のち、その成果を自治体にフィードバック

し、さらに政策の立案・見直し・実施に向

けて連動していく予定である。 

足立区と共同で実施した区内小学1年生

世帯を悉皆対象とした実態調査では、区長

ほか区政に対して内容がフィードバックさ

れるとともに、区内健康づくり推進委員な

どを対象とした情報普及にも利用され、今

後の子どもの健康・貧困対策の設計に資す

る形で基礎資料を提出するに至っている。

また結果はすでに区ホームページを通じて

公開された。 

（https://www.city.adachi.tokyo.jp/kok

oro/fukushi-kenko/kenko/kodomo-kenko-c

hosa.html） 

なおこれら成果については引き続き学術的

論文などを通じて精緻な分析結果を公表し
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ていくとともに、ホームページなどを通じ

て社会発信を行う予定である。 

 

E. 結論 

初年度研究事業を通じて、当初の目標通り、

当該対象自治体の小学校 1 年生の世帯につ

いて、所得による相対貧困、支払困難など

の消費的貧困などを併せて学童の約 20%が

生活困窮ないしそれに近い状態にあるとい

う結果が得られ、先行パネル調査で得られ

た数値を悉皆調査で確認することができた。

またパネル調査では足立区での食育をはじ

めとする介入の効果を示唆する初期的結果

が得られた。これらのエビデンスをもとに

すでに足立区健康づくり課・子供の貧困対

策課など施策の実施計画を精緻化し、その

評価を進めるとともに、次年度研究ではそ

の成果を他の自治体にも発信することを通

じて、社会経済的要因などによる子どもの

健康格差・生活習慣格差を縮小する効果的

な政策介入の在り方をさらに明確に提言す

ることを目指す。 



1 
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平成 27 年度厚生労働科学研究補助金 

（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

小中学生の食行動の社会格差是正に向けた政策提案型研究 

（H27-循環器等-一般-002）分担研究報告書 

 

足立区における子どもの貧困対策と生活習慣に関する取組み 

小学校 1年生悉皆対象に対する世帯実態調査；第 1報 

 

報告者（分担研究者） 

  藤原武男  国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 部長  

 

研究協力者 

    加藤承彦 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 行動科学室長 

    越智真奈美 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 研究員 

    伊角彩 公益財団法人循環器病研究振興財団 リサーチレジデント  

（国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 客員研究員） 

 

     

抄録 

 本調査の目的は、足立区の小学校１年生全員とその保護者を対象に①子どもの健康と生活
の実態を把握すること、②子どもの健康が家庭環境や生活習慣からどのような影響を受け
ているかを明らかにすること、③子どもの健康と世帯の経済状態の媒介要因を明らかにす
ることにより、子どもの健康の増進の推進および有効な生活習慣病予防対策を提言してい
くことである。 
 １学期に実施した学校健診対象者５,３５５人に質問票を配付した。４,４６７人から回
答票を回収し、このうち調査への同意が得られなかった者と回答票が白紙であった者を除
いた４,２９１人（有効回答率８０．１％）を本報告書の分析対象者とした。 

 生活困難世帯を年収 300 万未満、子どもの生活必需品の非所有、ライフライン等の支払

い困難経験で定義したところ、１０４７世帯（２５％）が該当した。生活困難世帯と非生

活困難世帯では、生活習慣および健康の様々な面において差が見られた。例えば、むし歯

が５本以上の割合も、非困難世帯では１０％に対して困難世帯では２０％と２倍いた。生

活困難から直接引き起こされるもの（直接的な影響）が４０％で、「変えていくことが可能

な」要因を経て起きているもの（間接的な影響）が６０％と分かった。 

 今後も継続して調査対象児を追跡していくと共に、子どもを取り巻く家庭環境や生活習

慣を変えていくことによって、できる限り生活困難の影響軽減をはかるなど、将来の夢や

希望を叶える大切な土台となる子どもの健康を守り育てる施策を提言する。 
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【A. 研究目的】 

本調査は、足立区の小学校１年生全員と

その保護者を対象に①子どもの健康と生活

の実態を把握すること、②子どもの健康が

家庭環境や生活習慣からどのような影響を

受けているかを明らかにすること、③子ど

もの健康と世帯の経済状態にどのような関

連があるか（媒介要因）を明らかにするこ

とにより、子どもの健康の増進の推進およ

び有効な生活習慣病予防対策を提言してい

くことを目的としている。 

足立区は、区民の健康寿命が都の平均よ

りも約２歳短い。その主な要因として糖尿

病をはじめとする生活習慣病がある。予防

には、子どもの頃から正しい生活習慣を身

につけることが効果的であるが、足立区で

は高学年になるにつれて肥満傾向児の割合

が高くなり、むし歯のある子どもの割合も

２３区内で最下位の水準である。先行研究

によると貧困と生活習慣には強い相関があ

り、平成２６年度版の国民生活基礎調査に

よると、現在日本では６人に１人の子ども

が貧困状態にあると報告されている。よっ

てできる限り正確に子どもの健康と生活の

実態を把握するために、国立研究開発法人

国立成育医療研究センターと足立区は、小

学校１年生全員とその保護者を対象とした

「子どもの健康・生活実態調査」を実施し

た。 

 

【B．方法】 

（１）データソース 

足立区の小学校１年生全員とその保護者 

（２）方法 

足立区と国立成育医療研究センター研究所

社会医学研究部が協働で調査を行った。調

査は無記名アンケート方式により、区立小

学校に在籍する全小学１年生を対象に、区

が学校を通じて質問票や回答票等の配付・

回収を行い、国立成育医療研究センターが

結果の集計・分析を実施した。７月に６校

で先行調査を行い、実施上の課題を検証し

たうえで、１１月に残る６３校で本格実施

した。 

調査対象者は、平成２７年４月に区立小

学校へ入学を予定していた児童から、実際

には入学しなかった者、入学後に転出した

者、長期欠席者を除き、１学期に実施した

学校健診対象者５,３５５人に質問票を配

付した。４,４６７人から回答票を回収し、

このうち調査への同意が得られなかった者

と回答票が白紙であった者を除いた４,２

９１人（有効回答率８０．１％）を本報告

書の分析対象者とした。 

 

【C．結果】 

本調査では、子どもの貧困状態を家庭の経

済的な困窮だけでなく家庭環境全体で把握

すべきであると考え、①世帯年収３００万

円未満、②生活必需品の非所有（子どもの

生活において必要と思われる物品や５万円

以上の貯金がない等）、③支払い困難経験

（過去１年間に経済的理由でライフライン

の支払いができなかったこと）のいずれか

１つでも該当する世帯を「生活困難」にあ

る状態と定義した。回答が有効だった４２

２９世帯のうち、①に該当したのは、４８

９世帯（１２％）、②に該当したのは、６７

０世帯（１６％）、③に該当したのは３８９

世帯（９％）だった。一つでも該当する世

帯（＝生活困難世帯）は、１０４７世帯（２
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５％）だった。 

 生活困難世帯と非生活困難世帯では、生

活習慣および健康の様々な面において差が

見られた。例えば、肥満の割合は、困難世

帯の子どもの方が４％多かった。むし歯が

５本以上の割合も、非困難世帯では１０％

に対して困難世帯では２０％と２倍いた。

子どもの生活習慣においても、歯磨きの頻

度では、１日２回以上磨く子の割合が、非

困難世帯では７８％に対して、困難世帯で

は６８％と１０％の差が見られた。就寝時

間が決まっていない子の割合、運動習慣の

ない子の割合、朝食を毎朝食べない子の割

合、お菓子を自由な時間に食べる子の割合

なども生活困難世帯の方が高かった。 

 生活困難世帯と非生活困難世帯の比較に

加えて、子どもを取り巻く家庭環境や生活

習慣を変えることで「生活困難」の影響を

軽減することが可能かどうかについて分析

を試みた。具体的には、子どもの健康状態

に対して「生活困難」と「変えていくこと

が可能な要因（家庭環境や生活習慣など）」

がどのように、かつどの程度影響を及ぼし

ているかを数値化した。「生活困難」が子ど

もの健康状態に影響を与えているときに、

何％が「生活困難」から直接引き起こされ

るものか（直接的な影響）、何％が家庭環境

や生活習慣などの「変えていくことが可能

な」要因を経て起きているか（間接的な影

響）を明らかにした。本報告書では、子ど

もの健康状態として重要と考えられる、①

むし歯、②朝食欠食、③逆境を乗り越える

力の低さの３点を取り上げ、詳しい分析を

行った。結果は、以下の通り。 

①むし歯 

むし歯が５本以上あることと生活困難に関

する分析を行った結果、生活困難が子ども

の５本以上のむし歯に与える影響の割合は

約１５％だった。このうち、生活困難から

直接引き起こされるもの（直接的な影響）

が４０％で、「変えていくことが可能な」要

因を経て起きているもの（間接的な影響）

が６０％と分かった。間接的な影響６０％

のうち、割合が大きかった項目はインフル

エンザワクチン未接種１３％、ジュースの

摂取８％、留守番５％、朝食欠食４％で、

歯みがき習慣は仕上げみがきを合わせて

６％程度だった。 

②朝食欠食 

生活困難が子どもの朝食欠食（朝食を毎日

食べる習慣がない）に与える影響の割合は

約２１％だった。このうち、直接的な影響

が４６％で、間接的な影響が５４％と分か

った。間接的な影響５４％のうち、割合が

大きかった項目は親の抑うつ傾向９％、歯

みがき習慣７％、遅寝６％、逆境を乗り越

える力４％だった。 

③逆境を乗り越える力（自己肯定感、自己

制御能力など）の低さ生活困難が子どもの

逆境を乗り越える力（自己肯定感、自己制

御能力など）に与える影響の割合は約１

５％だった。このうち、直接的な影響が６％

で、間接的な影響が９４％とわかった。間

接的な影響９４％のうち、割合が大きかっ

た項目は、親の抑うつ傾向１１％、朝食欠

食８％、運動習慣８％、読書習慣７％、 

相談できる人５％、スナック菓子の摂取

５％だった。 

 

【D. 考察】 

本調査の結果をみると、生活困難世帯の子

どもはむし歯であることが多く、特に５本
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以上のむし歯がある割合は、非生活困難世

帯の約２倍となっている。また、麻しん・

風しんの予防接種（自己負担なし）を受け

ていない割合も、非生活困難世帯の約２倍

だった。子どもの医療費が無料（公費負担）

であることを踏まえると、経済的な理由だ

けでなく、保護者が子どもの健康に関心が

あるか否か、そのための時間を確保できる

かどうかなどの要因も影響していると考え

られ、今後さらなる調査が必要である。 

また、生活困難世帯の子どもは週１回以

上放課後の時間帯に留守番をし、夕食を子

どもたちだけで食べ、甘いジュースを飲み、

テレビ・動画を３時間以上見て過ごし、運 

動をせず、本を読んでいないといった傾向

が見られた。一方、詳しい分析（媒介分 

析）から、逆境を乗り越える力（自己肯定

感、自己制御能力など）には、運動や読書

習慣などが影響を与えていることが明らか

になった。このことから、運動習慣や読書

習慣を身につけることで、生活困難な状況

においても逆境を乗り越える力を培える可

能性が見えてきた。 

子どもの健康状態と生活困難との関連を

詳しく分析したところ、生活困難が子ども

の健康状態に与える影響は確認されたもの

の、同時に、子どもを取り巻く家庭環境や

生活習慣などの「変えていくことが可能な」

様々な要因がもたらす影響がより大きいこ

とが明らかになった。つまり、家庭環境や

生活習慣などを変えていくことによって、

生活困難の影響を軽減し、子どもの健康を

守り育てていくことが可能であることが示

唆された。 

 

【E. 結論】 

本調査によって明らかになった区内小学１

年生の健康状態や生活状況から、生活困難

は子どもたちの健康に少なからず悪影響を

与えていることが確認できた。しかしなが

ら同時に、子どもを取り巻く家庭環境や生

活習慣など「変えていくことが可能な要因」

が子どもの健康に与える影響も５０％以上

あることが明らかになった。今後も継続し

て調査対象児を追跡していくと共に、子ど

もを取り巻く家庭環境や生活習慣を変えて

いくことによって、できる限り生活困難の

影響軽減をはかるなど、将来の夢や希望を

叶える大切な土台となる子どもの健康を守

り育てる施策を提言していく予定である。 

 

【F. 健康危険情報】 

特になし 

【G. 研究発表】 
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抄録 

 

本分担研究では、先行研究によって確立された小中学生パネル調査のフレームを用いて、

自治体による食習慣改善の介入諸施策が小中学生の食事摂取状況に与える効果、特に世

帯の社会経済的状況による格差の解消に対する効果を検討することを目的とした。先行

研究において、小中学生において世帯の社会経済的状況（親の学歴や世帯所得など）に

より緑黄色野菜・果物の摂取量に格差が見られることが確認されていた。これに対し足

立区では 2013 年 9 月以降、住民・学校を対象とした食生活改善プログラムなどの対策

を策定し、暫時実施してきた。今回 2013 年（プログラム実施前）のデータと、2015

年に実施されたパネル追跡調査データを用いて、対照自治体との違いが見られるかを検

討したところ、足立区において対照自治体と比べ当初見られた緑黄色野菜摂取量の差に

縮小傾向が見られた。1 地点との比較であり、現時点では足立区の取組の効果と断定す

るには不十分であるため、さらに対照地点の追加データを次年度早期に収集・比較分析

を行い、当該自治体施策・取組の効果について、より精緻な検討を加える予定である。 
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【A. 研究目的】 

生活習慣病に対し、従来のアプローチで

は成人になってからの生活習慣をターゲ

ットとする教育プログラムによる行動変

容が中心的な取り組みとされてきた。近

年、Barker 仮説などの議論を皮切りに、

生活習慣病の原因ならびに対策を、胎児

期・子ども期などから成人期にまたがる

ライフコースとして見通すアプローチが

注目されている。胎児期の遺伝子発現な

どに対するエピゲノム的プログラミング

が注目される一方、食生活などの生活習

慣形成は人生の早期に形成されることを

受けて、生活習慣に対しても早期介入の

必要性が認識されるようになってきた。

特に、社会格差による健康格差の発生原

因として生活習慣の形成が重要なパスと

なっていることが社会学・社会疫学の内

外研究において次第に明らかにされてき

ている。 

しかし世帯・地域・学校の環境がどの

ように相互に関係しながら子どもの食行

動をはじめとする生活習慣を形成するか

は、十分明らかにされていない。また近

年の食育などの教育的取組については、

社会経済状況が不利な立場にある子ども

と、恵まれている子どもでは、その学習

効果に違いがあり、かえって格差を拡大

する可能性が指摘されている（Marmot, 

2010）。また、格差の継続的モニタリング

と原因分析が、政策立案・実行管理のプ

ロセスと有機的に連携することが、格差

是正を現実にするうえで必要とされてい

る（WHO, 2008）。 

我々は先行研究（平成 21－25 年度新学

術領域研究「社会格差と健康」多目的共

用パネル調査）を通じて、小中学生にお

ける食事調査と世帯調査の結果から、緑

黄色野菜ならびに果物摂取において、世

帯の所得や親（特に母親）の学歴が有意

な関連を有していることをつきとめてい

る。その結果を調査協力自治体にフィー

ドバックし対策などの検討を促してきた

ところ、東京都足立区においておりしも

健康づくり計画の策定と、子どもの貧困

対策計画の策定が進行しており、子ども

の食習慣に対して、情報普及に留まらな

い、具体的な施策が必要であることが首
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長を始め関係者の間に認識共有されるに

いたった。 

その結果、足立区においては、健康担

当部局と教育委員会との協力により、

2014 年以降、区立の教育関連施設におい

て、学校給食を通じた食育の重点化（月

一回の野菜を中心とした「野菜の日」メ

ニューの提供、保育園児童や高校生を対

象としたを対象とした野菜調理実習）を

企画実施している。また「健康に関心を

持てない人でも足立区に住んでいれば自

ずと健康になる」ことができる環境整備

を目指し、産業担当部局ならびに民間企

業の協力を仰ぎ、「足立ベジタベ運動」と

称し、区内の飲食店においてメニューの

一部に野菜を加えるなどの協力を要請し

たほか、食料品小売店などにおいて一人

前の野菜セットや野菜惣菜、調理法の店

頭紹介などを行う「ベジタベ協力店舗」

を募り、2015 年 1 月現在において 600 店

舗を越える協力店が登録されるに至って

いる。 

 こうした自治体による系統的な「健康

づくりに資する環境・機会の形成」が果

たして子どもの生活習慣・行動に影響す

るかどうかを明らかにすることは、従来

の健康づくり対策の在り方を全面的に見

直す重要なきっかけとなると考えられる。 

 そこで本研究では、上述した足立区の

取組によって、その前後で小中学生の学

童において、野菜摂取などの食事摂取の

状況にどのような変化が見られるかを実

証的に検討し、その政策的含意について

考察することを目的とした。 

 

【B．方法】 

（１） データソース 

先行研究（平成21－25年度新学術領域研

究「社会格差と健康」多目的共用パネル

調査）を通じて確立された「まちと家族

の健康調査（Japanese study on 

Stratification, Health, Income, and 

NEighborhood; JSHINE）(Takada, et al. 

2014)をフレームに用いた。JSHINEは

2010年、足立区をはじめとする首都圏4

市区において、それぞれお60地点、住民

票に基づく無作為抽出により選ばれた男

女成人25－50歳をフォローするパネル調
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査であり、2012年にそのフォロー調査が

実施されている。また、配偶者・パート

ナーのいる対象者、ならびに子どもを有

する対象者に対しては、付帯調査として

配偶者調査・子ども調査を2011年、2013

年にパネル調査として実施されている。 

 

（２）方法 

2011年ないし2013年にJSHINE子ども調

査に参加した子どものうち、2015年1月現

在小学校ならびに中学校に就学している

学童・学生を対象に、再調査を実施した。

なお今回は対象4市区のうち、足立区と柏

市の2地点での調査を先行して実施した。

残る2市区（所沢市・三鷹市）については、

次年度事業として年度早々に実施を予定

している。今回は柏市を比較対照として

2013年・2015年の間に対象学童・学生の

食事摂取（緑黄色野菜と果物摂取）の変

化に2市区で違いが見られたかどうかを

検証することとした。 

2015年1－3月に自記入式質問票による調

査を実施し、2市区において計643世帯、

子ども数にして895名から有効回答を得

た（2013年調査参加者のうち追跡率85%）。 

子ども本人（低学年では保護者の援助を

含む）によりBrief Dietary Habit 

Quesionnaire（BDHQ）により食事摂取

の状況を測定した（Kobayashi, et al. 

2012）。なお2013年当時は小学生は

BDHQ-10y版、中高生では15y版を用いて

測定したが、2015年3月より10yが廃止に

なることを受けて今回調査ではすべて

15yを用いた。両者の違いは、10yでは給

食による摂取を別途聴取している点が挙

げられる。両版での野菜・果物摂取量の

比較可能性については十分検討されてい

ない。しかし今回は比較対照の2地点いず

れにおいて前後で同様の測定版の変更を

実施したことから、摂取量の絶対量の前

後比較は困難であるが、変化量が2市区に

おいて異なるかどうか、の検証について

は測定バイアスの影響は無視できると判

断した。 

BDHQから推計された緑黄色野菜・果物

摂取量（1日当たり、カロリー1000キロカ

ロリー摂取当たりのｇ数）を標的変数と

し、2011・2013年の2回調査分のデータ
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について、ランダム効果モデルによる線

形パネル回帰分析を実施した。年齢・性

を補正したのち、調査年と市区のそれぞ

れのダミーの交差項について有意性を検

討することで、2013－15年の間に2市区

の間で系統的な摂取量変化の違いが見ら

れるかどうかを検証した。 

なお今回の調査実施にあたっても、従

前調査にならい、当該市区町村の首長の

許可を得て、市区町村ホームページなど

での実施に関する掲示をお願いし調査の

信頼性を担保するとともに、東京大学大

学院医学系研究科倫理委員会において追

跡調査の追加について変更申請・実施許

可を得た（審査番号 東大医倫理3073）。 

調査の実施にあたっては対象者（小中学

生本人ならびにその保護者）に対して調

査の目的と予想される経験・問題につい

て書面ならびに口頭による十分な説明を

施したうえで、書面に研究参加承諾の署

名をいただいた。 

 

【C．結果】 

調査終了 895 名のうち、本報告書作成

の段階で、一部の栄養調査票結果が栄養

摂取量の推計結果がまだ得られていない

ため、本報告では BDHQ データがそろっ

ている 731 名（足立区 297 名、柏市 434

名）について解析した初期結果の報告を

行う。表 1ならびに 2に解析結果を示す。 

  表１は緑黄色野菜に関する結果を表

している。年次ダミーは有意にプラスで 2

年間の間に野菜摂取量が平均 7.3 グラム

（1 日・摂取 1000 キロカロリーあたり）

増えていることを示している。一方市区

ダミーでは足立区と対照市との間に当初

3.8 グラムの差があり、有意に足立の学

童・学生において緑黄色野菜摂取が少な

かったことを示している。一方、年次と

市区ダミーの交互作用は―4.089 で、ｐ値

としては 0.08 とマージナルな統計的有意

性を示しているが、これは当初 2 市区の

間であった差（3.8 グラム）を打ち消す大

きさとなっている。すなわち 2013－2015

の間に、足立の学童児童の緑黄色野菜量

と、対照市の学童児童の摂取量との差は

ほぼ解消されていたことを示している。 

  表 2 は同様の分析を果物摂取につい
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て行ったものである。同じく市区ダミー

では 8.0 グラム分、対照市の学童児童で

当初果物摂取量が多かったことを示して

いる。年次ダミーは―1.5 グラムではある

が、有意なレベルではなく 2 年間の間に

平均として摂取量の変化は見られなかっ

たことを示す。一方、年次・市区ダミー

の交互作用項は―15.06 で、有意であった

ことから、対照市では 2013－2015 の間

に摂取量が 15 グラム減る傾向があった

ため、相対的に見て足立区の学童学生で

当初見られた不足分は打ち消され、2015

年段階ではむしろ足立区の学童学生にお

いて果物摂取が多かったことを示してい

る。 

【D. 考察】 

上記の初期解析結果が示唆するところは、

2013年以降の足立区での取組がなんらか

小学校学童・中高学生の野菜と果物の摂

取について当初見られた不足を解消する

方向で作用した可能性が示唆されている。

単なる知識の普及に留まらず、具体的に

野菜の摂取や調理を体験し、野菜を摂取

するための基礎技術・能力・知識を育む

とともに、小売店などの協力などを経て、

野菜を食べることについての社会的規範

や野菜摂取を促す環境・文化の形成が進

んだことがこうした結果につながった可

能性が示唆される。 

 ただし、現時点では前後比較であり、

足立区での取組が正に及んだのか、対照

市でなんらか負の影響が出るような事態

が発生したのかは鑑別できない。またま

だデータの一部が含まれていないことか

ら、データのクリーニングを進め、残る 2

市区での追跡追加調査を実施して症例を

増やしたうえで、足立と他の 3 市との比

較を行ったうえで、慎重に結論する必要

がある。 

 現時点では慎重な見解に留めるが、初

期の分析結果は自治体による積極的な環

境づくり・文化づくりが子どもの生活習

慣・食行動に影響を与える可能性が示唆

されたことの意味は大きい。 

 

【E. 結論】 

  足立区で展開された学校給食・食育

教育・ならびに環境介入施策による、子
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どもの食行動に対する影響を検討したと

ころ、対照市と比較し、施策の正の効果

を示唆する結果が初期的に得られた。生

活習慣変容を促す情報提供にこれまで終

始してきた介入を越えて、自治体による

系統的な施策取組により環境整備・機会

提供を通じて子どもの生活習慣の形成を

促進する道筋が見えたことは、今後の健

康施策における自治体ならびに教育現場

の役割について、重要な示唆を含むもの

であると考えられた。次年度はさらにデ

ータ収集と分析を積み重ね、解析結果の

頑強性を確認したのち、具体的な政策提

言に向けた資料作成・提言作成につなげ

たい。 

 

【F. 健康危険情報】 

特になし 

【G. 研究発表】 

  平成 28 年 5月現在未発表 

【H. 知的財産権の取得・登録状況】 

該当なし 
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表１ 子どもの緑黄色野菜摂取量（g/day/1000Kcal energy intake）の 2013－2015 年  

調査における変化と市区間での比較 

   

coeff std error p-value
年齢（歳） -0.411 0.209 0.050
性別（女） 7.254 1.430 0.000
年次ダミー 7.377 1.816 0.000
市区ダミー（対照市） 3.859 1.834 0.035
年次＊市区ダミー -4.089 2.357 0.083
切片 39.838 2.975 0.000

sigma_u 13.72072
sigma_e 21.3231
rho 0.292812   

N=1508
Cluster=985
R-square(overall)= 0.0355  

 

 

表２ 子どもの果物摂取量（g/day/1000Kcal energy intake）の 2013－2015 年  

調査における変化と市区間での比較 

  

coeff std error p-value
年齢（歳） -1.391 0.362 0.000
性別（女） 12.524 2.447 0.000
年次ダミー -1.512 3.320 0.649
市区ダミー（対照市） 8.009 3.221 0.013
年次＊市区ダミー -15.067 4.307 0.000
切片 67.469 5.180 0.000

sigma_u 19.97491
sigma_e 39.08138
rho 0.207126   

N=1508
Cluster=985
R-square(overall)= 0.0469
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 COI管理委員会により適切に管理されている 

 
 
５．分担した研究事業の概要 
 

 ①研究者名   ②分担した研究項目   ③ 研 究 実 施 場 所  
  （ 機 関 ）  

 ④研究実施期間   ⑤配分を受けた 
  研究費の額  
    （千円） 

 

橋本英樹 
 
 
 
藤原武男 

研究統括・パネル調査担当 
 
 
 
社会疫学・自治体調査担当 

東京大学 
 
 
 
国立成育医療研究セ
ンター研究所 

 

平成27年4月1日か
ら平成28年3月31日
まで 

平成27年4月1日か
ら平成28年3月31日
まで 

13,000 
(うち間接経費 
3,461） 
 
2,000 
 

 
 
６．研究結果の概要 
 

 本研究事業は、先行研究において2011年から確立された首都圏4市区における子どもパネル調査  

のフレーム(N=1500)と、新たに2015年から足立区が実施する小学生・中学生を対象とした生活習慣 

調査の２つを利用し、世帯の社会経済的状態（親の収入・学歴・教育歴・食生活行動・世帯の文化 

的環境・相対的貧困や社会的排除）による、子どもの食生活行動への影響につき、社会疫学的視点か 

ら影響経路を明らかにする。調査協力自治体で実施される子育て支援・子どもの貧困対策・学校保健 

施策にフィードバックし政策立案・実施を支援するとともに、フォローアップ調査を実施、その影響 

評価を行う。以て、子どもの食習慣の社会格差縮小に向けた科学的モニタリングと、根拠に基づく 

政策実施のサイクルモデルを構築する。初年度は予定どおり子どもパネルの追跡調査を2市区で実施、 

また協力自治体（足立区）において小学1年生の悉皆調査を実施した。足立区においては初期分析 

の結果、先行パネルで得られた相対的貧困率・社会的排除の規模が再確認されるとともに、それが 

歯磨き習慣ほか子どもの行動発達に影響していることが明確となった。パネルデータについては 

残る2市での実施を次年度研究で実施するとともに、当該市区町村の子どもに対する食育対策の違い 

の効果影響について分析し、これを自治体にフィードバックしていく予定である。 
 

   
 
                                                                                               
７．研究により得られた成果の今後の活用・提供 
 

すでに足立区で実施した調査は、区長ほか区政に対して内容がフィードバックされるとともに、区内 

健康づくり推進委員などを対象とした情報普及にも利用され、今後の子どもの健康・貧困対策の 

設計に資する形で基礎資料を提出するに至っている。また結果はすでに区ホームページを通じて 



公開された。 

（https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokoro/fukushi-kenko/kenko/kodomo-kenko-chosa.html） 

パネル調査結果についても次年度早期に残る2市区での調査を実施したのち、解析結果を4市区の 

自治体担当者にフィードバックするとともに、施策検討上の資料としてより詳細な個別分析などを 

提供していく予定である。なおこれら成果については引き続き学術的論文などを通じて 

精緻な分析結果を公表していくとともに、ホームページなどを通じて社会発信を行う予定である。 

 

 
 
 
８．研究の実施経過 
 

 当初予定どおり、2市区で「まちと家族の健康調査」（パネル調査）の第3回追跡調査を実施すると 

ともに、足立区において区と共同事業として公立小学校1年生を悉皆対象とした世帯実態調査を 

実施した。マイナンバーなどの一部混乱などによる調査環境の悪化を避けるために、年度ぎりぎり 

まで情勢を判断したのち、2016年1－3月にパネル追跡調査を実施し、計643世帯、子ども数にして 

895名（前回2013年調査参加対象のうち追跡率92%）の就学児童・中高生の調査を実施し、 

BDHQによる栄養調査を併施した。現在データについては鋭意解析中である。 

一方足立区の実態調査では区内公立小学校63校において2015年7月のプレ調査に続き11月に本調査 

を実施し、合計で4291人（有効回答率80%）からの回答を得た。その成果については平成28年4月に 

足立区・足立区教育委員会からホームページ上に公表された（添付資料）。 

所得による相対貧困、支払困難などの消費的貧困などを併せて学童の約20%が生活困窮ないし 

それに近い状態にあるという結果が得られ、先行パネル調査で得られた数値を悉皆調査で確認する 

ことができた。またパネル調査では足立区での食育をはじめとする介入の効果を示唆する初期的 

結果が得られた。これらのエビデンスをもとにすでに足立区健康づくり課・子供の貧困対策課など 

施策の実施計画を進行中である。 

 

 

 

   
 
 
 



９．経費所要額精算調書 
 
 (1)総事業費    14,943,484  円 (2) 寄付金その 

   他の収入額 
  0円  (3) 差引額 

  ((1)-(2)) 
   14,943,484 円 

    (4) 
 補助金対象経費 
 実支出額 

    (5) 
 補助金の交付額 

   (6) 
 選 定 額 

    (7) 
 補 助 金 所 要 額 
     (3)と(6)を 
   比較して少な 
     い方の額 
 （千円未満の端数が 
 ある場合は、その端 
 数は切り捨てる。） 

  (8) 
 差引過不 
 足（△） 
 額 
 (5)-(7) 

  (9) 
 (7)を超える 
 (4)との差額 
 の出所 

  (4)と(5)を 
比較して少な 
 い方の額 

 
    

  

14,943,484円   15,000,000円   14,943,484円    14,943,000円  57,000円     0 

 (10)補助対象経費実支出額内訳 

① 経費区分 金 額 ①  経費区分 金 額 

１．直接経費 

 （１）消耗品費 

 （２）人件費・謝金 

    人件費 

    謝金 

 （３）旅費 

  うち外国旅費 

 （４）その他 

  うち委託費 

   11,482，484（円） 

     1,105,931 

    1,098,069 

       1,088,599 

           9,470 

         329,717 

               0 

       8,948,767 

               0 

２．間接経費    3,461,000（円） 

   合  計      14,943,484 円 
 
  
機械器具の内訳（３０万円以上の機械器具を購入した場合に各欄に記入すること。なお、該当がない場合に

は「機械器具名」欄に「該当なし」と記入すること。） 
 

 機 械 器 具 名 数 量 単  価 規 格 納 入 時 期 保  管  場  所 

該当なし      

 
 
作成上の留意事項 
                                                                               
  １．各欄の記入については、交付申請書の相当欄のそれに準ずることとし、「（10）補助対象経費実支出

額内訳」の「①経費区分」における直接経費については、交付決定を受けたときの額（経費変更が承認
された場合は、承認後の額）を上段（ ）書きで記入すること。 

  ２．外国旅費を使用した場合には、外国旅費記録書（別紙）を添付すること｡  
 ３．「(2)寄付金その他の収入額」の欄の額は、研究事業に対する指定寄付金のほか、研究事業で取得した

物品のうち不用となった物品の当該年度における売払代金も含まれること。                   
  ４．「(9).(7)を超える(4)との差額の出所」の欄は、差額の負担先（「利息」､「自己資金」等）を記入す

ること。                                                                               
 ５．その他                                                                                   
  (1)手書きの場合は、楷書体で記入すること。                               
   (2)金額等は、アラビア数字で記入すること。                                                  
   (3)日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し
   支えない。 
 



  


